
令和４年３月２５日

奈良県議会

議 長 荻 田 義 雄 様

奈良県議会議員定数等検討委員会

委 員 長 中 村 昭

奈良県議会議員の定数並びに選挙区及び選挙区別定数について（答申）

当委員会は、令和３年１０月８日に地方自治法第１００条第１２項及び奈良

県議会会議規則第９４条第２項の規定に基づき、議会の議決により臨時的協議

等の場として設置され、以来４回にわたって委員会を開催し、本県議会議員の

定数並びに選挙区及び選挙区別定数について、検討を行いました。

その結果、諮問のありましたこのことについて、現状維持が適当との結論に

至りましたので答申します。

なお、委員会で出された意見と審議の概要については、別紙のとおりです。
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別 紙

奈良県議会議員の定数並びに選挙区及び選挙区別定数について

１ 議員の定数について

令和２年度実施の国勢調査人口（以下「人口」という。）によると、議

員１人あたりの人口較差において、議員１人あたりの人口が最も少ない吉野

郡選挙区と最も多い香芝市選挙区との人口較差が２．１１倍となったことか

ら、将来的な人口減少を考慮し、議員定数を現行の４３人から３９人又は４

２人に削減するという意見がありました。

一方、これまで議員定数を削減してきた経緯や、全国的に同じ人口規模

の県と比較しても本県の議員定数は多いわけでないことなどから、これ以上

の定数削減により、県議会議員の地域代表的な性格や、地域住民の声を代弁

する機能が損なわれる懸念があるとの意見もありました。

これらについて、議論を行った上で、採決により、議員定数は現行の条

例定数どおり４３人とすることとしました。

２ 選挙区及び選挙区別定数について

選挙区及び選挙区別定数については、一人区を廃止することにより、有

権者の選択肢が広がり、投票率の向上や死票の減少、少数意見の反映にもつ

ながるため、現行の１６選挙区を地域性を考慮した１０選挙区へ合区し、人

口比を基準に新たに合区する選挙区において、定数を見直す意見が出されま

した。また、県土の大半を占める南部地域の定数を考慮するという考え方は

理解できるものの、将来的な人口減少が予想されるため、選挙区を県内の衆

議院議員小選挙区の３つの区割りにおける、各小選挙区内の議員定数を同数

とすることが最も合理的であるとの考えから、県議会議員の選挙区を合区等
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により１４選挙区とし、３つの衆議院議員小選挙区内の県議会議員定数をそ

れぞれ１３人又は１４人として、人口により選挙区の定数を見直す意見も出

されました。

一方、人口が集中している都市部と過疎地域の均衡に一定の配慮が必要

という奈良県特有の事情を加味すると、これまで維持してきた郡市単位で地

域的まとまりのある現行の選挙区を変更する必要性がなく、選挙区別定数に

おいても、現状維持とする意見が出されました。

これらについて、議論を行った上で、採決により、選挙区については現

行の条例どおり１６選挙区とし、その定数についても現行の条例どおりとす

ることとしました。

３ 結論

(1) 議員定数のこれ以上の削減は、県議会議員の地域代表的な性格や地域住

民の声を代弁する機能が損なわれることが懸念されるため、現状維持とす

る。

(2) 郡市単位を基本とする現行の選挙区は、公職選挙法から外れるものでは

なく、変更の必要性が低いと考えられるため、現状維持とする。

(3) 選挙区別定数については、人口減少が続く中、将来的な定数削減や合区

などの必要性が高まることが予想されるものの、人口が集中する都市部と

過疎地域の均衡に一定の配慮が必要である奈良県特有の事情を加味し、現

状維持とする。
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奈良県議会議員定数等検討委員会委員名簿

氏 名 備 考

委 員 長 中 村 昭 自 民 党 奈 良

副 委 員 長 山 本 進 章 創 生 奈 良

委 員 粒 谷 友 示 議会運営委員長

委 員 樋 口 清 士 自 由 民 主 党

委 員 井 岡 正 徳 〃

委 員 田 中 惟 允 〃

委 員 西 川  自 民 党 奈 良

委 員 秋 本 登志嗣 〃

委 員 森 山 賀 文 新 政 な ら

委 員 今 井 光 子 日 本 共 産 党

委 員 清 水 勉 日本維新の会

委 員 大 国 正 博 公 明 党

委 員 川 口 延 良 自 民 党 絆

オ ブ ザ ー バ ー 荻 田 義 雄 議 長

オ ブ ザ ー バ ー 和 田 恵 治 副 議 長


